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※ （介護予防）通所介護費と加算サービス費は、介護保険適用。介護保険負担割合証に記載

してある利用者負担割合にしたがって、１割または２割、３割負担となります。

通常規模型通所介護費　（１日あたり） ※１単位＝１０．１４円（７級地）

※令和３年４月から９月末までの間、それぞれの単位に１/１０００を加算

加算サービス費　（１日あたり） ※１単位＝１０．１４円（７級地）

　　　１８単位

減算

食費　（１日あたり）

　

第一号通所事業（指定介護予防通所介護相当サービス）　（１ヵ月あたり） ※１単位＝１０．１４円（７級地）

※令和３年４月から９月末までの間、それぞれの単位に１/１０００を加算

加算サービス費　（１ヵ月あたり） ※１単位＝１０．１４円（７級地）

食費　（１日あたり）

　所定の個別機能訓練を行う場合

２０単位/６月

５６単位/回

　※家族送迎等で事業所が送迎を実施しない場合、片道につき　４７ 単位

食　費　　（昼食代およびおやつ代） ５５０円 

　個別機能訓練加算（Ⅰ）イ

　入浴介助を行う場合
（Ⅰ）４０単位
（Ⅱ）５０単位

　所定単位数の５．９％に相当する単位数

口腔栄養スクリーニングを行う場合

令和３年４月１日現在

６５５単位

７７３単位

８８３単位

１０１８単位

１１４２単位

　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

　入浴介助加算（Ⅰ）または（Ⅱ）

　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

　介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ）

口腔栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

　所定単位数の１．２％に相当する単位数

科学的介護推進体制加算 ４０単位/月

　介護福祉士の割合が５０％以上

６６６単位

７８７単位

９１１単位

１０３６単位

１１６２単位

６７０単位

７７３単位

８７６単位

９７９単位

５８１単位

６８６単位

７９２単位

８９７単位

１００３単位５８５単位

３８６単位

４４２単位

５００単位

５５７単位

６１４単位

５時間未満

３時間以上
介護度

要介護１

要介護２

要介護３

４時間未満

３６８単位

４２１単位

４７７単位

８時間以上

９時間未満

７時間以上

８時間未満

６時間以上

要支援 １ １，６７２単位 ３，４２８単位

７時間未満

５時間以上

６時間未満

４時間以上

要支援 ２

　サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 　(要支援１)　７２単位　　　　　　　(要支援２)　１４４単位

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

５６７単位

要介護４

要介護５

５３０単位

　所定単位数の５．９％に相当する単位数

　所定単位数の１．２％に相当する単位数

科学的介護推進体制加算 ４０単位

２０単位/６月 口腔栄養スクリーニングを行う場合

 利用料金表
（　恵風荘デイサービスセンター　）

食　費　　（昼食代およびおやつ代） ５５０円 

（介護予防）通所介護費 自己負担食　費加算サービス費

介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ）

口腔栄養スクリーニング加算（Ⅰ）


	恵風荘デイサービス

